
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宇治市では、伝統的な「手摘み」が今も残っており、お茶摘みさんが一葉一葉丁寧

に手で摘むことで、品質の高いお茶が出来上がります。しかし、そのお茶摘みさんも

高齢化が進み、各茶農家では深刻な人材不足に悩まされています。 

そこで、お茶摘みにご興味があり、茶農家さんのもとでお茶摘みさんとして働き

たいという方と、人手を必要とされている茶農家さんとをマッチングするお茶の摘

み子さん登録制度「お茶摘みバンク」を開設し、運営しています。少しでもご興味の

ある方は、農林茶業課までお問い合わせください。 

※お茶摘み体験のための制度ではありません。 

 宇治市農林茶業課 

バンク登録者 

お茶摘みを 

やってみよう！ 
  

お茶摘みの 

人手が欲しい！ 

お茶摘み期間：５月初旬から約１か月間（４月下旬からはじまるところもあります） 

⑤登録者から②の情報をもとに市内茶農家へ応募 

 令和７年度から登録者・茶農家双方から連絡ができるよ

うになりました 

⑥日時、場所、労働条件等を調整 

⑦受入決定・雇用 

  

市内茶農家 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．登録申請 

 別紙申請書にご記入の上、農林茶業課の窓口へお持ちいただくか、 

 メールにてご提出ください。※申請書は市ＨＰからダウンロードできます 

お問い合わせ 

宇治市産業観光部農林茶業課 

TEL：0774‐20‐8723 

Mail：nourinchagyouka@city.uji.kyoto.jp 

nourinchagyouka@city.uji.kyoto.jpno

urinchagyouka@city.uji.kyoto.jp 

※注意事項 

・個人情報については、お茶摘みバンクの目的以外に利用しません。 

・必ずしも求人があるとは限りません。 

・お茶摘み体験を目的とした制度ではありません。 

２．登録決定・お茶摘みに関する情報提供 

 申請いただいた書類を確認しバンクへの登録が決定した際は、農林茶業課

より登録決定のご連絡と、お茶摘みに関する情報など（登録者が茶農家へ

応募するためのお得情報含む）を提供します。 

 お茶摘みバンクへ登録いただいた方には、市内産宇治茶をプレゼント！ 

 （宇治茶プレゼントは、１人一回限り、無くなり次第終了となります） 

３．マッチング（雇用決定） 

 提供した情報をもとに、バンク登録者が希望の市内茶農家へ応募していた

だけます（労働条件等は、当事者で話し合っていただきます）。 

 マッチングされましたら、農林茶業課へご連絡をお願いいたします。 

※令和７年度から登録者・茶農家双方から連絡が可能になりました。 


